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第１ 総則 

 

１ 事業名 

平成３０年度若年者地域連携事業  

   

２ 本事業の目的 

    

若年者を取り巻く雇用環境については、完全失業率が改善傾向にあるものの、全年

齢計に比べて高い水準で推移するとともに、フリーターについては平成 28 年において

155 万人となっており、また、大学卒業後３年以内の離職率が３割程度であるなど、一

部で厳しい状況が続いていることから、若年者の個々のニーズに応じたきめ細かい就

職支援が必要である。 

   若年者の就職支援については、平成 15 年６月「若者自立・挑戦プラン」に基づき、

関係府省の政策の連携強化及び総合的な推進を図るとともに、地域による若年者対策

への主体的な取組を推進するため、都道府県が地域による若年者のためのワンストッ

プサービスセンター（通称ジョブカフェ。以下「センター」という。）を設置している

ところである。 

厚生労働省としては、都道府県の強み・特色を活かした若年者雇用対策を推進する

ため、若年者地域連携事業をセンター等において実施することとする。 

 

３ 事業の実施期間等 

（１）事業の実施期間 

 平成３０年４月２日（予定）から平成３１年３月３０日まで 

 

（２）その他 

契約締結日（履行期間又は契約期間の初日）までに政府予算案（暫定予算を含む。）

が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定

予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性があるので、別途協

議する。 

 

４ 委託費に関する考え方 

（１） 受託者が、委託費として計上することができる経費は、本事業の実施に必要な経

費に限られており、本事業の目的・性質になじまない経費を委託費に計上すること

はできない。具体的には仕様書別紙１を参照すること。 

 （２） 都道府県労働局（以下「労働局」という。）は、精算時に受託者の支出を精査し、

不適切と認めた場合、その経費については支出を認めない。 



（３） 委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と契約額のいずれか低い額

とする。 

（４）経費が契約額を超える額については、受託者の負担とする。 

（５） 受託者は委託費の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。また、

委託費は、専用の口座を単独で設け、他の事業とは別に管理すること。 

 

５ 公正な取扱い 

（１）受託者は、本事業実施に当たり、利用者に適切な支援を提供し、正当な理由なく

支援の提供を拒んではならない。 

（２）受託者は、本事業における利用者の取扱いについて、当該事業以外の場で自ら行

う事業の利用の有無により区別してはならない。 

 

６ 事業目標の設定 

受託者は契約時において事業目標の設定を行い、事業実施期間中における事業評価

を受けるものとする。 

 

第２ 若者地域連携事業の詳細 

１ 事業の概要 

地域関係者との連携の下、若年失業者やフリーター等の若年者（４０代前半まで

の不安定就労者を含む。）を広く対象に、若年労働者の早期離職を防止するとともに、

安定した雇用に結びつけることを目的とし、地域の実情を踏まえ、以下の４に掲げ

る事業であって、都道府県及び都道府県労働局等により構成された協議会において

選定された事業（職業紹介事業に該当する事業を除く。）を実施するため、労働局は

適切と認められる民間事業者に対し、若年者地域連携事業を委託するものである。 

 

２ 支援対象者 

学生・生徒を含むおおむね３５歳未満の若年者（なお、３５歳～４０代前半の不安

定就労者であって、４における若年者向けの各種事業が当該者の就職を実現する上で

効果的であると見込まれる場合については、支援対象者に含むものとする。） 

 

３ 実施箇所 

センター等において実施することを基本とする。 

 

４ 事業の内容等 

事業の内容については、次に掲げるそれぞれの事業のうち、事業者が提案すべき

事業内容を仕様書別紙２に示すので、地域関係者との連携の下、相補的な事業内容



となるよう検討すること。また、本事業における従来の実施状況に関する情報につ

いて仕様書別紙３に示すので参考とすること。なお、事業の内容等については協議

会の議論により変更がある場合がある。 

 

(1) 事業内容 

Ⅰ 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援 

Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービス 

Ⅲ UIJターン就職に係る支援 

Ⅳ 地域の人材流出防止・地元定着に係る支援 

Ⅴ 都道府県が創意工夫し自ら企画・立案した、都道府県の強み・特色を活かした 

事業 

 

また、事業を周知するためパンフレット、リーフレット等の作成及び配布、ホ

ームページの活用等により効果的に広報を実施する。パンフレット等の作成の際

は事前に労働局に相談を行うこと。 

なお、ハローワーク単独で実施が可能なもの、都道府県の事業と重複するもの

は実施不可とする。 

 

(2) 事業実施期間中における事業評価について 

本事業における実績項目（利用者及び就職者）については、以下のとおり実績状

況の確認を行うこととする。 

① 各項目の年間における目標達成率が 80％を下回らないよう努めるものとし、

周知広報等必要な措置を実施者は講じるものとする。 

② 報告対象実績項目について、半年ごとに１回の確認の結果、その時点の目標

達成率が年間目標の 40％を下回った場合には、実施者は、速やかに改善策を

検討し、都道府県労働局担当職員の承認を得た後、改善を実施する。 

③ 改善に必要な周知広報等、必要な措置にかかる費用については、実施者の負

担により行うものとする。 

 

(3) コーディネーター等の配置 

(1)の事業の実施に係る責任者として、次の①から⑤までに掲げる職務を行うコ

ーディネーターを配置する。 

① 事業の企画及び実施に関する事務 

② 事業の実施状況の実地確認 

③ 事業の実施結果の取りまとめ 

④ 関係行政機関、関係団体等との連絡調整 



⑤ その他事業の実施に必要な事務 

また、事業の実施に当たり、コーディネーターとともに必要な事務を行う事務員を

配置することができる。 

 

  



（仕様書 別紙１） 

委託費の内容 

 

 委託事業の遂行に必要と認められる経費は、具体的には以下のとおり。 

 

１ 事業費 

 Ⅰ 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援 

    中小企業職場見学会等の参加依頼状の印刷費、発送費、会場借料、広報啓発のた

めのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費 

Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービス 

  セミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、カウンセラー謝

金、カウンセリング用パソコンのリース及び維持管理に要した経費、広報啓発のた

めのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費 

Ⅲ UIJターン就職に係る支援 

    セミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、広報啓発のた

めのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費 

Ⅳ 地域の人材流出防止・地元定着に係る支援 

    セミナー等開催のための経費、講師謝金、会場借料、資料作成費、広報啓発のた

めのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費及びその他の経費 

Ⅴ 都道府県が創意工夫し自ら企画・立案した、都道府県の強み・特色を活かした事業  

    上記に掲げる事業以外の事業の実施に要する謝金、旅費、印刷製本費、通信運搬

費、消耗品費、会場借料及びその他の経費 

 

２ 人件費 

① 謝金 

管理業務を行うコーディネーター等に係る謝金 

② 諸税及び負担金 

社会保険料及び労働保険料事業主負担分（法定額） 

 

３ 管理費（上記１に掲げるものは除く。）  

① 旅費 

都道府県、労働局等関係者との連絡調整に係る交通費、関係会議への出席旅費 

② 庁費 

備品費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、光熱費、借料、回線使用料、福

利厚生費等 

③ 一般管理費 



    一般管理費の算出に当たって、一般管理費率を用いて算出する場合は、１０％

もしくは、以下の計算式によって算出された率のいずれか低い率とすること。 

一般管理費率＝（「販売費及び一般管理費」－「販売費」）÷「売上原価」×１００  

 

４ 再委託費 

 再委託費は、委託業務の一部について、受託者以外の者に再委託するのに要す

る経費。ただし、再委託割合が５０％を超えないこと。  



（仕様書 別紙４） 

実 施 計 画 

 

委託事業の目的 

 

 

 

 

 

委託事業実施期間 

平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

委託事業の概要 

内  容 対象者 目標 効果の把握方法 

【事業名】●●●（直接実施・再委託） 

【事業概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 「事業名」には、事業名のほか、（ ）内に当該事業が直接実施するも

のであれば（直接実施）、再委託により実施するものであれば（再委託）

と記載すること。 

 ※ 「事業概要」には、具体的な実施内容、実施に係る組織体制、実施時期

等について記載。 

  ※ 「効果の把握方法」には目標達成のための実績の把握方法・把握時期等

について記載。 



（仕様書 別紙５） 

企画書等概要 

 

 ※ 提出する企画書等の概要について、下に掲げる項目について、特に特徴

的であると考えるポイントを押さえながら、指定の字数以内で簡潔にまとめ

ること（全体でＡ４・３頁以内）。 

 

 会社名：●●● 

１ 本事業の基本的な考え方、目的（400字以内） 

 

 

企画書該当頁：●～●頁 

２ 各事業の構成、内容と目標 （800字以内） 

 

 

企画書該当頁：●～●頁 

３ 実施体制（特にセンターや地域の企業、学校、行政機関等との連携 

  体制） （400字以内） 

 

 

企画書該当頁：●～●頁 

４ 事業者の特長  （200字以内） 

 

 

企画書該当頁：●～●頁 

５ アピールポイント（500字以内） 

 

 

 

 

  



（仕様書 別紙６） 

関係会社一覧表 

 

 １．入札参加事業者 

 

フ リ ガ ナ 

商号又は名称 

 

フ リ ガ ナ 

代表者氏名 

 
 

主たる事務所の所在地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２．関係会社 

フ リ ガ ナ 

商号又は名称 

フ リ ガ ナ 

代表者氏名 

 

主たる事務所の所在地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

（記載上の注意） 

 「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和３８年大蔵省令第

５９号）第８条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」及び当該事業者が他

の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。 

 

 

 



 

―

― ― )

人

２　常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数
人

（ ）

人

（ ）

人

（ ）

人

（ ）

人

（ ）

人

（ ）

人

（ ）

人

（ ）

人

（ ）

人

（ ）

人

（ ）

人

（ ）

人

（ ）

人

（ ）

（仕様書　別紙７）

(ﾘ)身体障害者の数 ((ﾎ)×2+(ﾍ)+(ﾄ)+(ﾁ)×0.5)

(ﾎ)重度身体障害者の数

(ﾍ)重度身体障害者以外の身体障害者の数

(ﾄ)重度身体障害者である短時間労働者の数

(ﾁ)重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者の数

１　常用雇用労働者の数

人

人

人

(ｲ)常用雇用労働者の数（短時間労働者を除く）

(ﾛ)短時間労働者の数

(ﾊ)常用雇用労働者の数 ((ｲ)+(ﾛ)×0.5)

(ﾆ)法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数

記名押印又は署名 (TEL

〒

法人名称

(ふりがな)

％

障害者の雇用状況に関する報告書

若年者地域連携事業に係る入札に参加するに当たり、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第８条
に基づく障害者雇用状況報告書（平成　　年６月１日現在）の写を添付するとともに、平成　　年　　月
日（入札公告日）現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。

　　　労働局

 法人にあって

 は主たる事業

 所の所在地氏名又は代表

者氏名

　支出負担行為担当官

　　　　　労働局総務部長　殿

Ａ

　

事

業

主

(ふりがな)

４ 実雇用率   (３/１の(ﾆ)×100)

住　所

　

Ｂ

　

雇

用

の

状

況

※（　）内には、内数として、６月１日以前１年間に新規に雇い入れた者の数を記載すること。

(ﾇ)重度知的障害者の数

(ﾙ)重度知的障害者以外の知的障害者の数

(ｦ)重度知的障害者である短時間労働者の数

(ﾜ)重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者の数

(ｶ)知的障害者の数 ((ﾇ)×2+(ﾙ)+(ｦ)+(ﾜ)×0.5)

(ﾖ)精神障害者の数

(ﾀ)精神障害者である短時間労働者の数

(ﾚ)精神障害者の数((ﾖ)+(ﾀ)×0.5)

３  計　　 (２の(ﾘ)+２の(ｶ)+２の(ﾚ))



 


